
条 261

第 42 号 議 案

契約の締結の一部変更について

　令和 5 年 7 月 4 日に締結した川口アパート建替事業に係る契約中契約金額「1,871,521,300円」を「1,962,438,500円」に変更するものとする。

　　令  和  7  年  2  月  21  日  提  出

長 崎 県 知 事　　大　　　石　　　賢　　　吾

　（提案理由）

　 　川口アパート建替事業について、物価の変動等により、契約金額の変更契約を行うものであるが、このことについては、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により、議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出する理由である。


